
9 Fukaya City Information 8夢を育み 明日に飛翔する 笑顔都市 ふかや

―
―

自
転
車
の
安
全
利
用
を
お
願
い

し
ま
す自

転
車
は
ひ
と
た
び
道
路
に
出

る
と
車
な
ど
と
同
様
に
車
両

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
道
路
交
通

法
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

全
国
的
に
見
て
も
、
自
転
車
が
関

係
す
る
交
通
事
故
の
発
生
割
合
は
高

く
（
表
１
）、
時
に
は
重
大
事
故
に

至
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
く
あ
り

は
、
自
転
車
か
ら
降
り
る
か
、
徐
行

を
す
る
な
ど
、
歩
行
者
へ
の
配
慮
が

必
要
で
す
。

②
自
転
車
は
歩
行
者
用
信
号
機
の
あ

る
横
断
歩
道
を
通
行
で
き
ま
す
。

な
お
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る

可
能
性
の
あ
る
場
合
は
、
自
転
車

を
押
し
て
渡
り
ま
し
ょ
う
。

③
13
歳
未
満
の
子
ど
も
を
自
転
車
に

乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
保
護
者

は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
さ
せ
る
よ

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
努
力
義
務
）。

※
自
転
車
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
と

は
？

⑴ 

子
ど
も
に
自
転
車
を
運
転
さ
せ

る
と
き

⑵ 

保
護
者
が
運
転
す
る
自
転
車
に

補
助
い
す
な
ど
を
設
置
し
て
同

乗
さ
せ
る
と
き

自転車乗車中による人身事故死傷者数　（表 1）

平成 18年中 平成 19年中 前年対比

全 国 175,453 人 171,923 人 98.0％

埼玉県 14,863 人 13,917 人 93.6％

深谷市 210 人 212 人 101.0％

平
成
20
年
６
月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
改
正
道
路
交
通
法

自
転
車 

の 

安
全
利
用
対
策 

を

お
さ
ら
い 

し
て
み
ま
し
ょ
う
!!

①
自
転
車
は
「
子
ど
も
や
高
齢
者
な

ど
が
通
行
す
る
場
合
」
や
「
車
道

通
行
が
危
険
な
場
合
」
な
ど
も
歩

道
を
通
行
で
き
ま
す
。

※
原
則
と
し
て
「
自
転
車
は
車
道
通

行
」
で
す
が
、
次
の
場
合
に
は
、

歩
道
を
通
行
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

⑴ 

歩
道
通
行
可
の
標
識
な
ど
が
設

置
さ
れ
て
い
る
場
合

⑵ 

13
歳
未
満
の
子
ど
も
、
70
歳
以

上
の
高
齢
者
、
内
閣
府
令
で
定

め
る
身
体
に
障
害
を
お
持
ち
の

か
た
が
運
転
す
る
場
合

⑶ 

車
道
ま
た
は
交
通
の
状
況
に
照

ら
し
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合

　

た
だ
し
、
歩
道
を
自
転
車
で
走
行

中
に
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
場
合

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
故
原
因
の
中
に
は
、

自
転
車
側
の
過
失
と
な
る
、
信
号
無

視
や
一
時
不
停
止
な
ど
、
道
路
交
通

法
違
反
と
な
る
要
件
が
多
く
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

自
転
車
事
故
を
防
止
す
る
た
め

に
は
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
交
通

ル
ー
ル
を
守
り
、
ゆ
と
り
と
マ
ナ
ー

の
心
を
持
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
何

よ
り
も
重
要
で
す
。
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改
正
道
路
交
通
法
に
つ
い
て

　

•
生
活
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
課

　
　

☎
５
７
４
‐
８
８
６
１

道
路
の
切
り
下
げ
な
ど
に
つ
い
て

•
道
路
管
理
課（
市
道
関
係
）

☎
５
７
４
‐
６
６
５
１

•
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
管

理
担
当
（
県
道
関
係
）

☎
５
３
３
‐
８
７
７
１

問い合わせ

―
―

安
心
・
安
全
に
通
行
で
き
る
道

路
環
境
を
目
指
し
て
…

道
路
管
理
者
か
ら
の
お
願
い

出
入
り
口
と
し
て
利
用
す
る
場

合
で
、
歩
道
の
段
差
解
消
の

た
め
、
車
道
に
乗
り
上
げ
ブ
ロ
ッ
ク

（
写
真
1
・
2
）
や
鉄
板
（
写
真
3
）

を
任
意
で
設
置
し
て
い
る
の
を
見
掛

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
歩
行
者
や
車
両
（
特
に

自
転
車
や
二
輪
車
）
が
通
行
す
る
上

で
大
変
危
険
で
あ
り
、
道
路
法
で
も

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

万
一
、
こ
れ
が
原
因
で
交
通
事
故

が
発
生
し
た
場
合
、
設
置
者
の
責
任

が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
皆
さ

ん
が
安
全
に
通
行
で
き
る
よ
う
、
速

や
か
に
撤
去
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
道
路
と
の
段
差
を
解
消
し

た
い
場
合
に
は
、
各
道
路
の
管
理
者

（
市
道
は
道
路
管
理
課
、
県
道
は
熊

谷
県
土
整
備
事
務
所
）に
相
談
の
上
、

所
定
の
手
続
き
を
行
っ
た
後
に
、
出

入
り
口
部
分
の
歩
道
や
縁
石
の
切
り

下
げ
工
事
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

※
工
事
費
は
工
事
発
注
者
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

　手軽で便利な乗り物 “自転車”。街中を快適に走り、「メタボ」
対策にも効果的。最近では、環境にも優しく、しかも経済的な
乗り物として、多くのかたに愛用されています。
　しかし近年、利用者のルール違反やマナーの低下による自転
車事故が深刻な状況となっています。

自転車の
安全利用

自転車安全利用
“5則”を守りましょう !!

１
２
３

４
５

自転車は、車道が
原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付け
られています。従って、歩道と車道の区別
のあるところでは、車道通行が原則です。

車道は左側を通行 自転車は道路の左端に寄って通行しなけ
ればなりません。

歩道は歩行者優先
で、車道寄りを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩
行者の通行を妨げる場合は一時停止しな
ければなりません。

交通ルールを守る

・飲酒運転は禁止
・2人乗りは禁止
・並進は禁止
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認

子どもはヘルメット
を着用

児童・幼児の保護者は、児童・幼児に乗
車用ヘルメットをかぶらせるようにしま
しょう。

運転中の携帯電話の
使用、傘差し運転

前方不注意につながり大変危険です。自
転車運転中の携帯電話の使用や、傘を差
しての運転はやめましょう。

自転車自転車  にに  正しく正しく  乗って乗って  いますかいますか  ????

自転車自転車  にに  正しく正しく  乗って乗って  いますかいますか  ????


